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正
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は
じ
め
に

清
朝
雍
正
・
乾
隆
時
代
の
米
穀
流
通
に
関
わ
る
上
諭
や
奏
摺
中
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
遏
糴
と
呼
ば
れ
る
行
為
は
、あ
る
ま
じ
き
行
為
、

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
行
動
と
し
て
、
そ
の
厳
禁
が
両
皇
帝
に
よ
っ
て
厳
命
さ
れ
た
。
当
該
時
期
と
く
に
雍
正
時
代
の
米
穀
流
通
の
問
題
を

米
穀
需
給
の
観
点
か
ら
先
駆
的
・
大
局
的
に
分
析
し
た
安
部
健
夫
氏
は
、
既
に
一
九
五
七
年
の
時
点
に
お
い
て
、
遏
糴
を
「
食
糧
自
足
へ

の
本
能
的
な
衝
動
の
も
つ
と
も
政
治
的＝

社
会
的
な
表
現
で
あ
る
、
米
穀
持
ち
出
し
に
対
す
る
妨
害
行
為
」
と
明
快
に
規
定
し

（
１
）

た
。
ま
た
、

重
田
徳
氏
は
、
清
初
の
湖
南
米
市
場
の
研
究
に
お
い

（
２
）

て
、
遏
糴
そ
れ
自
体
へ
の
言
及
は
な
い
も
の
の
、
搶
米
風
潮
と
の
連
関
か
ら
米
穀
の
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省
外
販
出
、
ま
た
移
出
禁
止
に
論
及
し
た
。
さ
ら
に
、
岸
本
美
緒
氏
は
、
そ
れ
を
「
米
穀
移
出
の
暴
力
的
阻
止
」
と
解
釈
す
る
と
と
も
に
、

「
地
域
内
に
食
糧
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
遏
糴
政
策
の
如
き
は
、
地
域
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
し
て
厳
し
く
禁
止
さ
れ
た
」
と
し

（
３
）

た
。
ま
た
、
山

本
進
氏
は
「
米
の
移
出
禁
止
」
あ
る
い
は
「
米
移
出
阻
止
」
と
簡
潔
に
解
釈
し

（
４
）

た
。

筆
者
も
こ
れ
ま
で
、
清
代
米
穀
流
通
に
関
す
る
数
編
の
論
考
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
適
宜
言
及
し
て
き
た

（
５
）

が
、
今
日
に
至
る
ま
で
、

遏
糴
問
題
に
関
す
る
専
論
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
加
え
、
実
は
遏
糴
と
い
う
行
為
の
実
態
や
厳
禁
の
論
理
等
に
つ
い
て
は
、
筆
者
自
身
の

研
究
を
も
含
め
て
、
依
然
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
史
料
中
に
お
い
て
、
遏
糴
と
と
も
に
ま
ま
言
及
さ
れ
る
こ

と
の
あ
る
「
�
截
」「
�
阻
」
等
と
よ
ば
れ
る
行
為
に
関
し
て
も
、
未
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
は
い
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
、
遏
糴
や
�
阻
の
実
態
、
ま
た
こ
れ
ら
を
厳
禁
す
る
論
理
と
目
的
な
ど

に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
清
代
米
穀
流
通
、
お
よ
び
清
代
地
方
行
政
に
関
す
る
、
何
が
し
か
の
新
知
見
を
加
え
た
い
と
考
え

る
。

第
一
章

遏
糴
と
�
阻

本
章
で
は
、
遏
糴
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
が
、
ま
ず
初
め
に
、
遏
糴
と
�
阻
両
者
に
言
及
す
る
雍
正
・
乾
隆
両
時
代

の
代
表
的
史
料
を
取
り
上
げ
よ
う
。

先
ず
、
安
部
健
夫
氏
が
、
清
代
雍
正
年
間
に
お
け
る
米
穀
流
通
の
コ
ー
ス
に
関
し
て
「
今
日
も
つ
と
も
手
際
よ
く
傳
え
て
い
る
」
と
評

（２）
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し
（
６
）

た
雍
正
四
年
七
月
二
十
日
の
鎮
海
将
軍
何
天
培
の
奏
摺
で
あ

（
７
）

る
。「
遏
糴
の
禁
を
厳
に
し
以
て
民
食
を
裕
か
に
せ
ん
こ
と
を
請
う
」
と

題
し
た
こ
の
奏
摺
は
、
こ
れ
ま
で
も
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
遏
糴
と
�
阻
に
言
及
し
た
箇
所
に
着
目
し
て
み
よ
う
。

乃
ち
地
方
の
豪
棍
、
私
自
に
衆
に
倡
え
て
遏
糴
し
、
�
阻
を
横
行
し
、
客
商
の
米
を
買
う
に
、
視
て
私
販
と
同
じ
く
し
て
、
出
境
を

許
さ
ざ
る
こ
と
有
り
。
亦
た
�
戸
の
壅
積
し
て
厚
利
を
希
圖
し
、
甚
だ
し
き
は
或
い
は
江
広
の
米
の
幾
月
も
下
ら
ず
、
遂
に
米
価
騰

貴
に
至
る
有
り
。
其
の
間
、
不
肖
の
有
司
、
人
の
聳
嘱
を
聴
き
公
然
と
示
禁
す
。
是
れ
聖
天
子
の
徳
意
周
流
し
、
毎
に
居
奇
遏
糴
の

徒
に
格
す
も
、
而
る
に
艱
食
は
或
い
は
免
か
れ
ざ
る
な
り
。
臣
の
愚
見
を
以
て
伏
し
て
皇
上
の
勅
部
詳
議
を
乞
い
、
販
米
出
洋
は
永

く
禁
を
開
か
ざ
る
を
除
く
の
外
、
其
の
内
地
の
産
米
の
省
、
地
方
官
に
行
文
し
て
務
め
て
通
商
便
民
せ
し
め
、
民
間
の
私
自
に
結
黨

し
、
衆
に
倡
え
て
遏
糴
す
る
を
厳
査
し
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
創
懲
の
法
を
以
て
永
く
定
例
と
為
し
、
年
穀
の
豊
登
し
地
に
�
く
、
皆
玉

粒
に
盈
ち
ん
と
庶
幾
う
。
即
ち
偶
た
ま
荒
歉
に
遭
い
て
も
、
小
民
の
�
�
を
継
ぐ
を
得
ん
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
遏
糴
と
�
阻
の
主
体
が
地
方
の
豪
棍
で
あ
る
点
で
あ
る
。
棍
徒
が
遏
糴
や
�
阻
を
通
じ
て
、
客
商
に
よ
る
米

の
出
境
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
に
「
民
間
私
自
結
黨
倡
衆
遏
糴
」
と
あ
る
よ
う
に
、
何
天
培
の
奏
摺
に
お
い
て
は
、
遏
糴
・

�
阻
の
主
体
は
民
間
人
に
あ
る
。
こ
の
点
は
、
以
下
に
紹
介
す
る
諸
史
料
と
あ
わ
せ
、
後
に
あ
ら
た
め
て
言
及
し
た
い
。

同
じ
く
、
雍
正
時
代
の
史
料
と
し
て
、
雍
正
二
年
八
月
二
十
日
の
四
川
巡
撫
王
景
�
奏
摺
に
対
す
る
雍
正
帝
の
�

（
８
）

批
を
見
て
み
よ
う
。

四
川
巡
撫
王
景
�
に
諭
す
ら
く
、據
り
た
る
奏
に
四
川
各
府
は
豊
収
な
れ
ば
小
民
は
哺
を
含
み
腹
を
鼓
つ
こ
と
殊
に
喜
ぶ
べ
き
為
り
。

惟
だ
是
れ
江
南
浙
江
の
沿
海
の
州
県
、
七
月
の
内
に
海
潮
泛
溢
し
て
田
禾
損
壊
す
る
無
き
に
あ
ら
ず
。
各
督
撫
に
厳
飭
し
意
を
賑
恤

（３）
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に
加
え
る
を
経
る
と
雖
も
、
猶
お
恐
る
る
は
将
来
米
価
の
漸
昂
し
小
民
の
粒
食
に
艱
き
を
。
朕
知
る
、
江
浙
の
糧
米
、
歴
来
湖
広
よ

り
仰
給
し
、
湖
広
は
又
た
四
川
よ
り
仰
給
す
る
を
。
従
前
、
商
販
の
太
だ
多
き
に
因
り
、
地
方
の
有
司
輒
ち
阻
遏
を
行
う
。
今
四
川

の
秋
成
豊
稔
な
れ
ば
以
て
不
足
を
羨
補
す
る
は
、
洵
に
両
便
に
属
す
。
爾
當
に
沿
途
の
文
武
の
官
弁
に
厳
諭
し
、
遇
た
ま
江
楚
商
人

の
川
に
赴
き
て
販
米
す
、
或
い
は
四
川
商
人
の
江
楚
に
往
き
て
売
米
す
る
者
有
れ
ば
、
立
即
に
放
行
し
、
留
難
阻
遏
を
得
ざ
ら
し
め

よ
。

こ
こ
で
言
う
「
阻
遏
」
と
い
う
行
為
の
実
態
は
未
詳
で
あ
る
が
、
雍
正
帝
は
、
阻
遏
の
主
体
が
地
方
の
有
司
に
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
阻
遏
は
、
遏
糴
と
ほ
ぼ
同
義
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
雍
正
六
年
正
月
二
十
二
日
の
四
川
巡
撫
憲
徳
の
奏
摺
に

（
９
）

は
、

竊
か
に
惟
う
に
、
上
年
川
省
の
収
成
は
頗
る
豊
足
と
称
す
。
商
販
の
絡
繹
と
し
て
買
運
す
る
者
、
数
計
す
べ
か
ら
ざ
る
に
因
り
、
以

て
秋
冬
の
間
、
米
価
漸
く
長
ず
る
を
致
す
。
先
に
據
り
た
る
重
慶
等
處
の
地
方
の
各
官
、
販
運
の
甚
だ
多
き
を
将
っ
て
、
米
価
を
昂

ず
る
を
致
す
等
の
情
、
具
報
し
て
臣
に
到
る
。
臣
は
遏
糴
阻
運
の
久
し
く
厳
禁
す
る
を
奉
ず
る
こ
と
案
に
在
る
に
因
り
、
是
を
以
て

飭
令
し
て
常
に
照
ら
し
て
販
運
し
、
阻
遏
を
許
さ
ず
。

と
あ
っ
て
、
遏
糴
、
阻
運
、
阻
遏
は
同
様
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

次
に
、
乾
隆
時
代
を
代
表
す
る
遏
糴
関
連
史
料
と
し
て
、
つ
と
に
知
ら
れ
る
署
理
両
江
総
督
尹
継
善
の
奏
摺
を
見
て
み
よ
う
。「
遏
糴

の
弊
を
厳
禁
し
以
て
民
困
を
蘇
ら
せ
ん
こ
と
を
請
う
」
と
題
さ
れ
た
奏
摺
に

（
１０
）

は
、
以
下
の
如
く
言
う
。

（４）
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年
歳
の
豊
歉
原
よ
り
齋
し
く
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
全
く
商
販
の
流
通
に
頼
り
、
有
無
懋
遷
し
以
て
接
済
に
資
す
。
乃
ち
地
方
の
官
員
、

往
往
に
し
て
各
お
の
私
心
を
懐
き
、
大
体
を
顧
み
ず
、
一
た
び
隣
省
の
荒
歉
に
遇
わ
ば
、
惟
だ
米
糧
の
外
販
を
恐
れ
て
、
禁
止
を
出

示
し
以
て
本
地
の
郷
愚
の
歓
心
を
博
く
す
る
の
み
。
甚
だ
し
き
は
同
省
の
中
に
至
り
て
も
各
お
の
彼
此
を
分
か
ち
、
本
県
の
米
も
て

別
県
に
販
往
す
る
を
許
さ
ず
。
而
し
て
地
方
の
棍
徒
、
遂
に
端
に
借
り
て
生
事
を
得
て
、
本
村
の
米
も
亦
た
別
村
に
載
往
す
る
を
許

さ
ず
、
河
道
を
�
截
し
肆
ま
ま
に
�
搶
を
行
い
、
毎
に
衆
を
聚
め
て
闘
殴
し
大
案
を
醸
成
す
る
に
至
る
。
此
れ
皆
遏
糴
の
弊
の
害
を

貽
こ
す
こ
と
浅
か
ら
ざ
る
な
り
。

こ
こ
で
は
、
隣
省
の
荒
歉
に
遭
遇
し
た
地
方
官
が
米
の
外
販
を
恐
れ
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
行
為
を
遏
糴
と
み
な
す
と
と
も
に
、
棍
徒
に

よ
る
暴
力
行
為
の
前
提
と
な
る
河
道
の
封
鎖
に
よ
る
米
船
航
行
の
阻
止
を
�
截
と
す
る
。

本
奏
摺
に
は
、
さ
ら
に
、

各
省
の
督
撫
を
し
て
厳
し
く
属
吏
に
飭
し
、
畛
域
を
分
け
る
こ
と
無
く
、
共
に
民
艱
を
恤
し
、
商
販
は
其
の
流
通
を
聴
し
て
遏
糴
を

混
行
す
る
を
得
ず
、
米
船
は
大
小
多
寡
に
拘
わ
ら
ず
、
装
載
を
任
憑
し
、
官
の
阻
�
を
為
す
を
得
ざ
ら
し
む
。
並
び
に
、
遍
く
暁
諭

を
行
い
、
無
頼
棍
徒
の
端
に
借
り
て
生
事
す
る
を
許
さ
ず
。
違
う
者
は
、
厳
し
く
治
罪
に
拿
す
。

と
あ
る
。
こ
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
商
業
流
通
と
く
に
米
を
運
ぶ
船
の
運
航
を
阻
害
す
る
行
為
が
遏
糴
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、「
官
の
阻

�
を
為
す
を
得
ざ
ら
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
行
為
の
主
体
は
官
に
あ
る
。
た
だ
、「
阻
�
」
と
あ
る
よ
う
に
、
遏
糴
、
阻
遏
、
阻

�
、
等
々
に
大
き
な
意
味
の
違
い
は
見
い
出
せ
な
い
。

（５）
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ま
た
、
乾
隆
二
十
年
十
二
月
五
日
の
上
諭
に

（
１１
）

は
、

各
省
の
年
歳
の
豊
歉
斉
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
全
く
商
販
の
流
通
に
頼
り
、
有
無
貿
遷
し
以
て
接
済
を
資
く
。
向
来
、
地
方
官
は
私
を
懐

き
誉
れ
を
邀
め
大
体
を
顧
み
る
こ
と
罔
し
。
遏
糴
の
禁
有
り
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
陽
奉
陰
違
す
る
者
仍
お
復
た
免
れ
ず
。
今
年
、
江

浙
所
属
偶
た
ま
偏
災
を
被
り
て
、
本
地
の
米
糧
既
に
少
な
け
れ
ば
、
勢
い
必
ず
資
を
隣
省
に
藉
ら
ん
。
誠
に
恐
る
る
は
、
不
肖
の
有

司
の
救
災
�
隣
の
義
に
昧
く
し
て
、
糴
販
を
阻
遏
し
、
市
賈
は
益
ま
す
藉
り
て
以
て
居
奇
し
、
地
棍
は
因
り
て
而
し
て
事
を
滋
せ
ば
、

則
ち
災
地
の
民
食
倍
ま
す
拮
据
を
覚
え
ん
こ
と
を
。
四
川
、
湖
広
、
江
西
、
河
南
、
山
東
の
各
督
撫
等
に
伝
諭
し
、
属
吏
に
厳
飭
し

て
遍
く
暁
諭
を
行
い
、
凡
そ
商
販
の
米
船
有
れ
ば
、
大
小
多
寡
に
拘
わ
ら
ず
、
其
の
装
載
流
通
を
聴
し
、
遏
糴
を
得
ざ
ら
し
め
よ
。

如
し
、
地
方
の
無
頼
棍
徒
の
借
端
し
て
ぎ
ょ
う
阻
す
る
者
有
ら
ば
、
即
に
厳
拿
治
罪
を
行
え
。
該
の
督
撫
等
、
務
め
て
宜
し
く
実
力

奉
行
し
、
以
て
朕
が
一
視
同
仁
の
意
に
副
え
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
先
ず
注
視
す
べ
き
は
、「
阻
遏
糴
販
」
の
四
字
で
あ
る
。
糴
販
を
阻
遏
す
る
、
す
な
は
ち
、
遏
糴
の
原
義
は
こ
こ
に
有

る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
、
遏
糴
の
主
体
は
、
不
肖
の
有
司
に
あ
る
。

以
上
、
雍
正
お
よ
び
乾
隆
年
間
の
遏
糴
に
関
す
る
代
表
的
な
史
料
を
見
て
き
た
が
、
遏
糴
は
、
阻
遏
と
ほ
ぼ
同
義
で
、
か
つ
そ
の
行
為

の
主
体
は
多
く
地
方
官
僚
で
は
あ
っ
た
が
、
時
に
棍
徒
な
ど
の
行
為
に
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
遏
糴
な
る
二
文
字
に
固
有
の
実
態
が
存
在

す
る
訳
で
は
な
く
、
阻
遏
、
阻
運
な
ど
他
の
用
語
と
同
様
に
、
米
の
流
通
を
阻
害
す
る
行
為
を
示
す
言
葉
と
認
識
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
次
に
�
截
、
�
阻
に
関
わ
る
史
料
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
中
国
人
民
大
学
の
清
史
研
究
所
と
档
案
系
中
国
政
治
制
度
史

（６）
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教
研
室
と
の
合
編
に
な
る
『
康
雍
乾
時
期
城
郷
人
民
反
抗
闘
争
資
料
』
上
冊
・
下
冊
、
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
に
は
、
第
三
章
、
第
四

節
の
一
「
反
対
抬
高
米
価
操
縦
民
食
」
の
（
三
）
に
「
�
阻
糧
食
外
運
」
な
る
項
目
が
あ
り
、
乾
隆
期
を
中
心
と
し
て
、
多
く
の
史
料
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
史
料
集
の
項
目
と
な
っ
た
「
�
阻
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
態
に
関
し
て
は
、
依
然
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
。
�
と

は
、
字
義
に
照
ら
せ
ば
、「
さ
え
ぎ
る
」
ま
た
「
邪
魔
す
る
」
の
意
で
、
同
じ
「
さ
え
ぎ
る
」
と
い
う
意
味
の
遏
や
截
と
近
い
語
で
あ
る
。

乾
隆
十
三
年
五
月
己
丑
の
上

（
１２
）

諭
に
、
署
江
蘇
巡
撫
安
寧
の
上
奏
を
引
い
て
、

蘇
松
の
産
米
の
州
県
は
地
方
の
米
価
漸
く
昂
ず
る
に
因
り
、
私
に
禁
じ
て
販
米
出
境
を
許
さ
ず
、
因
り
て
而
し
て
客
船
を
阻
截
す
。

四
月
の
間
に
至
り
、
松
江
の
青
浦
県
に
て
は
、
乃
ち
�
民
の
米
客
を
阻
遏
し
、
行
家
の
房
屋
器
物
を
打
壊
す
る
こ
と
有
り
。
該
県
及

び
営
�
往
査
し
、
倶
に
�
石
擲
打
を
被
り
県
役
及
び
把
総
の
頭
顱
を
致
傷
す
る
の
事
、
現
に
犯
を
緝
め
厳
究
を
経
ん
。

と
あ
る
。
米
価
の
騰
貴
傾
向
を
要
因
と
し
て
、
米
の
出
境
を
私
的
に
禁
ず
る
べ
く
、
米
を
載
せ
た
船
を
「
阻
截
」
し
、
ま
た
青
浦
県
で
は
、

米
商
人
を
「
阻
遏
」
す
べ
く
、
打
ち
こ
わ
し
の
挙
に
出
て
い
る
が
、
こ
の
安
寧
上
奏
に
続
く
乾
隆
帝
の
上
諭
に
「
�
民
聚
衆
抗
官
、
大
干

法
紀
」
と
あ
る
如
く
、
こ
の
行
為
の
主
体
は
、
一
般
民
衆
に
あ
る
。

ま
た
、
乾
隆
十
六
年
閏
五
月
是
月
の
条
に
引
く
、
江
西
巡
撫
舒
輅
の
上
奏
に（
１３
）は
、

匪
類
の
洪
褒
俚
、
載
糯
の
船
の
河
干
に
泊
す
る
こ
と
有
る
を
見
て
、
輒
ち
米
穀
の
出
境
と
称
し
、
倡
言
し
て
�
阻
す
。
同
じ
万
佑
俚

等
七
・
八
人
を
随
率
し
て
上
船
し
、
各
お
の
数
斗
を
搶
米
し
て
逸
る
。

と
あ
っ
て
、
糯
米
を
載
せ
た
船
を
�
阻
し
た
上
に
、
集
団
で
上
船
し
て
搶
米
の
挙
に
出
て
い
る
。「
米
穀
出
境
」
と
称
し
た
点
が
象
徴
的

（７）
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だ
が
、
�
阻
と
は
、
米
穀
を
運
搬
す
る
船
の
航
行
を
実
力
で
阻
止
す
る
行
為
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
壬
戌
の
上

（
１４
）

諭
に
は
、
安
�
巡
撫
閔
鶚
元
の
上
奏
を
引
い
て
、

合
肥
県
の
民
人
夏
瑶
江
等
、
該
県
の
撮
城
鎮
地
方
、
客
販
駄
米
の
下
船
す
る
に
因
り
、
衆
を
邀
め
て
�
阻
す
。
巡
検
の
汪
立
誠
、
前

往
し
て
弾
圧
す
る
に
、
夏
瑶
江
は
弓
兵
を
殴
傷
し
、
県
役
の
拿
獲
を
経
。
旋
り
て
夏
惟
凡
等
の
奪
去
を
被
り
、
復
た
汪
巡
検
の
寓
所

を
�
去
し
て
、
殴
る
こ
と
巡
検
の
額
顱
手
指
に
及
ぶ
。

と
あ
る
。
民
人
夏
瑶
江
ら
が
客
船
を
�
阻
し
、
取
り
締
ま
り
の
官
憲
と
の
間
に
暴
力
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
け
る
�
阻
も
、

先
の
事
例
同
様
、
米
穀
運
搬
船
の
航
行
を
集
団
で
阻
止
す
る
行
為
で
あ
る
。

他
方
、
雍
正
四
年
七
月
三
日
の
広
西
巡
撫
甘
汝
来
の
奏
摺
に
、

今
春
、
雨
水
調
�
な
れ
ば
、
雑
糧
は
盡
く
皆
な
豊
稔
た
り
。
早
禾
は
先
後
に
登
場
し
、
倶
な
有
秋
を
獲
ん
。
但
だ
、
四
五
両
月
の
広

東
米
穀
の
騰
貴
に
因
り
、
潯
梧
一
帯
に
て
は
、
商
販
の
搬
運
し
以
て
米
価
の
日
に
昂
じ
、
窮
民
は
食
に
艱
し
て
穀
船
を
�
阻
す
る
を

致
す
。

と
あ
る
記
述
の
行
間
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
�
批
に
は
、「
朕
は
已
に
先
に
聞
く
。
但
し
万
遏
糴
す
べ
か
ら
ず
」
と
あ

（
１５
）

る
。「
窮
民
艱
食
、
�

阻
穀
船
」
と
の
報
告
に
対
す
る
「
万
不
可
遏
糴
」
と
の
批
は
、
雍
正
帝
の
中
に
あ
っ
て
は
、
�
阻
と
遏
糴
と
は
同
義
で
あ
っ
た
と
も
看
て

取
れ
る
。

以
上
、
遏
糴
と
�
阻
を
中
心
に
、
幾
つ
か
の
史
料
か
ら
、
そ
れ
ら
の
実
態
を
垣
間
見
ん
と
し
た
。
総
じ
て
言
え
る
事
は
、「
遏
糴
と
は

（８）
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こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
と
い
っ
た
類
の
明
確
な
概
念
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
た
と
言
う
よ
り
、「
さ
え
ぎ
る
」「
阻
止
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、

遏
糴
、
阻
遏
、
阻
運
、
阻
�
、
阻
截
、
�
阻
、
�
截
な
ど
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
傾
向
と
し
て
、
地

方
官
僚
の
行
為
に
は
多
く
「
遏
糴
」
の
語
が
、
ま
た
、
米
穀
運
搬
船
の
航
行
に
対
す
る
実
力
行
使
を
伴
う
阻
止
行
為
に
は
、
多
く
「
�
阻
」

の
語
が
使
用
さ
れ
た
点
は
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。

最
後
に
一
点
、
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
は
、
遏
糴
の
語
は
、
史
料
上
、
頻
繁
に
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
雍
正
・
乾
隆
両
王
朝
の
実
録
を
見
る
限
り
、
遏
糴
、
お
よ
び
そ
の
厳
禁
の
指
示
は
、
何
事
も
な
い
平
常
時
に
見
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
年
を
中
心
に
、
被
災
地
域
と
そ
の
地
域
へ
の
米
穀
の
流
通
に
関
与
す
る
諸
地
域
に
お
い

て
発
生
す
る
案
件
で
あ
っ
た
。
遏
糴
、
ま
た
そ
れ
に
類
似
し
た
諸
行
為
の
問
題
は
、
広
く
清
代
米
穀
流
通
の
問
題
、
ま
た
被
災
地
救
済
に

関
わ
る
清
朝
に
よ
る
救
荒
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
章

遏
糴
厳
禁
の
論
理
と
背
景

前
章
に
お
い
て
は
、
史
料
上
に
お
い
て
、
遏
糴
、
阻
遏
、
阻
截
、
阻
�
、
�
阻
、
�
截
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
行
為
・
行
動
に
つ
い
て
検

討
し
、
そ
れ
ら
が
米
の
出
境
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
実
力
行
使
で
あ
っ
た
点
、
ま
た
、
字
句
の
上
で
は
、
遏
・
阻
・
截
・
�
な
ど
の
文
字
の

組
み
合
わ
せ
で
、
ほ
ぼ
同
様
の
実
態
を
示
す
こ
と
を
指
摘
し
た
。

次
に
、
本
章
で
は
、
こ
の
遏
糴
を
厳
禁
と
し
た
清
朝
中
央
政
府
、
と
く
に
雍
正
・
乾
隆
両
皇
帝
の
目
的
・
意
図
、
お
よ
び
そ
の
背
景
に

（９）
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つ
い
て
、
上
諭
を
中
心
史
料
と
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
雍
正
帝
か
ら
見
て
み
よ
う
。
前
章
に
お
い
て
紹
介
し
た
雍
正
四
年
七
月
二
十
日
の
何
天
培
奏
摺
に
対
す
る
�

（
１６
）

批
に
雍
正
帝
の
想

い
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

朕
は
最
も
遏
糴
を
悪
む
。
前
歳
の
直
隷
井
�
、
今
歳
の
江
西
に
均
し
く
此
の
挙
有
り
。
又
た
此
れ
よ
り
前
、
楊
宗
仁
の
米
の
出
境
を

禁
ず
る
あ
り
。
朕
倶
に
厳
諭
戒
飭
を
経
ん
。
但
だ
必
ず
し
も
預
め
約
法
を
為
さ
ざ
る
の
み
。
此
れ
乃
ち
朕
の
深
く
知
る
所
の
事
な
り
。

こ
こ
で
は
、
何
故
、
雍
正
帝
が
遏
糴
を
悪
む
の
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
雍
正
四
年
五
月
二
十
五
日
の
広
西
巡
撫
汪
�
の
奏
摺
に
対

す
る
�

（
１７
）

批
に
は
、

天
下
一
家
な
れ
ば
、
何
ぞ
彼
此
を
分
け
ん
。
隣
省
の
遏
糴
の
挙
、
當
に
断
じ
て
行
う
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
べ
し
。

と
あ
っ
て
、
遏
糴
が
地
方
間
に
お
い
て
「
彼
此
を
分
け
る
」
行
為
で
あ
り
、
か
つ
「
隣
省
の
遏
糴
」
が
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
に
改
め
て
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
、
雍
正
帝
の
遏
糴
厳
禁
の
論
理
を
最
も
良
く
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
雍
正
元
年
十
月
十
六
日
の
湖
広
総
督
楊
宗
仁
奏
摺

に
対
す
る
�

（
１８
）

批
で
あ
ろ
う
。『
清
実
録
』
に
収
め
ら
れ
た
上
諭
の
文
言
と
『
雍
正
�
批
諭
旨
』
所
収
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
少
な
く
は
な

い
箇
所
で
字
句
の
異
同
や
相
互
に
省
略
が
見
ら
れ
る
。
以
下
に
は
、『
雍
正
�
批
諭
旨
』
の
も
の
を
引
用
す
る
。

湖
広
総
督
楊
宗
仁
に
諭
す
。（
中
略
）
即
ち
米
塩
の
如
き
は
、
小
民
日
用
の
需
た
れ
ば
、
須
べ
か
ら
く
商
販
流
通
を
し
て
市
価
の
均

し
く
平
ら
か
に
せ
し
め
、
閭
閻
は
始
め
て
困
を
受
け
ざ
る
べ
し
。
今
、
湖
広
の
鹽
�
涌
貴
し
、
良
く
減
価
太
は
だ
過
ぎ
る
に
由
り
、

（１０）
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致
す
所
な
り
。
爾
の
意
に
在
り
て
は
、
原
よ
り
民
を
利
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
而
し
て
期
せ
ず
し
て
商
を
病
ま
し
む
。
乃
ち
、
商
運
足

を
裹
し
て
前
ま
ず
、
衆
口
の
食
淡
。
是
れ
民
を
利
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
而
れ
ど
も
民
は
転
た
其
の
困
を
受
く
る
。
咎
は
将
に
誰
に
帰

さ
ん
。
楚
地
の
如
き
に
至
り
て
は
、
本
よ
り
産
米
の
郷
に
し
て
、
素
よ
り
東
南
の
仰
給
す
る
所
た
り
。
爾
の
米
の
出
境
を
禁
ず
る
に

因
り
、
以
て
川
米
も
亦
た
楚
に
到
ら
ざ
る
を
致
す
。
但
だ
隣
省
の
価
昂
じ
る
の
み
な
ら
ず
、
而
し
て
本
省
の
糧
価
も
亦
た
漸
く
長
ず

る
を
致
す
。
是
れ
爾
の
遏
糴
、
原
よ
り
本
境
に
封
殖
せ
ん
と
欲
し
、
而
し
て
本
境
の

民
は
並
び
に
未
だ
ご
う
釐
の
益
に
沽
さ
ざ
る

な
り
。
況
ん
や
、
隣
省
の
黔
黎
は
朝
廷
の
赤
子
に
非
ざ
る
は
莫
き
を
や
。
大
臣
体
国
は
當
に
公
溥
を
以
て
心
と
為
し
、
此
く
の
似
く

偏
執
褊
狭
は
殊
に
大
体
に
不
諳
に
属
し
、
朕
の
知
遇
に
負
く
。
茲
に
特
に
明
白
に
爾
に
訓
諭
す
。
其
の
速
や
か
に
改
図
を
行
い
、
務

め
て
販
運
流
通
を
し
て
遠
近
の
民
食
に
頼
り
有
ら
し
め
よ
。
特
に
諭
す
。

湖
広
総
督
楊
宗
仁
の
遏
糴
、
す
な
わ
ち
「
禁
米
出
境
」
に
よ
っ
て
、
四
川
か
ら
の
米
穀
が
湖
広
に
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
米
価
騰
貴

を
も
た
ら
す
こ
と
な
っ
て
い
る
と
雍
正
帝
は
指
摘
し
、
彼
の
行
為
を
「
偏
執
褊
狭
」
と
し
て
非
難
す
る
。

さ
ら
に
、
雍
正
帝
の
遏
糴
厳
禁
の
論
理
は
、
以
下
の
雍
正
元
年
五
月
戊
戌
の
上

（
１９
）

諭
に
も
明
瞭
に
看
取
で
き
る
。

近
ご
ろ
聞
く
に
、
直
隷
の
州
県
、
米
貴
に
因
り
て
糶
を
禁
ず
れ
ば
、
此
の
方
の
百
姓
何
を
か
以
て
仰
給
せ
ん
。
昔
春
秋
の
時
、
諸
侯

は
各
お
の
其
の
国
に
君
し
、
尚
お
遏
糴
の
禁
を
申
す
。
今
天
下
一
家
、
海
内
の
民
は
、
皆
な
吾
が
赤
子
た
り
。
自
ず
か
ら
宜
し
く
緩

急
共
済
す
べ
し
。
現
今
、
陝
西
の
督
臣
、
米
万
石
を
運
び
、
山
西
を
賑
救
せ
ん
と
す
る
は
、
甚
だ
朕
の
意
を
�
た
す
。
豈
に
隣
封
の

乏
食
を
坐
視
し
、
反
っ
て
遏
糴
を
行
う
の
理
有
ら
ん
や
。
今
よ
り
凡
そ
隣
近
の
郡
芭
、
偶
た
ま
荒
歉
に
遇
は
ば
、
即
に
相
い
拯
恤
し
、

（１１）
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各
お
の
疆
界
を
分
か
つ
を
得
る
こ
と
毋
く
、
相
関
せ
ざ
る
は
漠
し
。
其
の
當
に
禁
ず
べ
き
所
の
者
、
富
戸
は
規
利
し
て
販
米
は
、
動

も
す
れ
ば
千
万
に
盈
つ
。
又
た
沿
海
の
数
省
は
、
運
米
出
洋
し
、
法
を
玩
ん
で
利
を
網
す
。
該
の
督
撫
提
鎮
は
、
當
に
厳
し
く
査
べ

て
禁
止
せ
よ
。

こ
こ
で
、
雍
正
帝
の
言
う
「
豈
に
隣
封
の
乏
食
を
坐
視
し
、
反
っ
て
遏
糴
を
行
う
の
理
有
ら
ん
や
」
は
象
徴
的
で
あ
る
。
荒
歉
に
遭
遇

し
た
場
合
に
は
、
疆
界
を
分
け
る
こ
と
な
く
、
隣
省
同
士
、
相
互
に
救
済
す
べ
し
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

雍
正
帝
の
こ
の
論
理
、
す
な
わ
ち
、
地
方
間
に
「
彼
此
を
分
け
る
」
事
を
せ
ず
、
隣
省
同
士
で
相
互
に
救
災
す
る
と
の
方
針
は
、
次
の

乾
隆
帝
に
も
明
確
に
引
き
継
が
れ
た
。

乾
隆
七
年
十
一
月
甲
子
の
上

（
２０
）

諭
に
は
、

隣
省
に
命
じ
て
拯
�
を
敦
く
し
以
て
転
輸
を
佐
け
し
め
よ
。
諭
す
。
天
は
時
に
雨
暘
有
り
、
土
に
高
下
有
り
。
而
し
て
年
歳
の
豊
歉

は
之
に
因
る
。
天
下
の
大
、
疆
域
の
殊
を
以
て
、
此
れ
よ
り
歉
な
る
者
、
或
い
は
彼
よ
り
豊
な
れ
ば
、
全
く
有
無
相
い
通
じ
、
緩
急

共
済
す
る
に
頼
る
。
朝
廷
の
採
買
撥
協
の
在
り
て
は
、
固
よ
り
自
ず
か
ら
変
通
の
権
宜
有
り
。
断
じ
て
米
穀
短
少
の
處
に
於
い
て
、

人
に
強
い
て
以
て
糶
売
す
る
者
有
る
無
し
。
若
し
、
有
収
の
地
に
商
賈
輻
輳
し
、
聚
集
既
に
多
く
し
て
、
価
値
の
自
ず
か
ら
減
ず
れ

ば
、
則
ち
窮
黎
は
食
を
得
る
こ
と
易
か
ら
ん
。
此
れ
隣
省
の
相
い
周
く
、
国
家
賑
�
の
典
と
相
い
済
い
て
用
と
為
す
者
な
り
。
我
が

皇
考
と
朕
は
、
倶
に
曽
て
屡
し
ば
遏
糴
の
禁
を
頒
す
。
惟
だ
是
れ
地
方
の
官
民
、
識
見
の
未
だ
広
か
ら
ず
、
偏
私
の
未
だ
化
な
ら
ざ

れ
ば
、
敢
え
て
遏
糴
の
事
を
顕
行
せ
ざ
る
と
雖
も
、
自
便
の
私
を
隠
図
せ
ざ
る
は
靡
し
。
群
相
禁
約
し
、
有
司
も
又
た
従
り
て
之
を

（１２）
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偏
袒
す
。
遂
に
隣
省
を
視
て
秦
越
と
為
せ
り
。
是
れ
を
用
っ
て
再
び
諭
旨
を
頒
し
、
各
省
の
督
撫
を
し
て
、
各
お
の
所
属
の
官
民
に

勧
導
を
行
い
畛
域
の
見
を
執
る
こ
と
毋
く
、
務
め
て
拯
�
の
情
を
敦
く
し
、
商
販
流
通
せ
し
め
、
�
多
く
益
寡
く
し
て
、
以
て
一
時

の
困
厄
を
救
わ
し
め
よ
。
将
来
本
地
、
或
い
は
歉
収
に
値
た
り
、
又
た
何
ぞ
嘗
て
隣
省
に
是
れ
頼
ら
ざ
ら
ん
や
。
並
び
に
此
の
暁
諭

を
将
っ
て
官
民
共
に
之
を
知
れ
。

と
あ
る
。
物
事
の
懸
隔
甚
だ
し
い
喩
え
と
し
て
の
「
秦
越
」
と
し
て
隣
省
を
視
る
こ
と
に
な
る
と
は
、
象
徴
的
な
表
現
で
あ
る
。
乾
隆
帝

に
あ
っ
て
も
、「
畛
域
の
見
を
執
る
こ
と
」
な
く
、
隣
省
相
互
に
救
�
す
る
こ
と
が
地
方
官
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
章
に
挙
げ
た
乾
隆
二
十
年
十
二
月
五
日
の
上
諭
に
「
今
年
、
江
浙
所
属
偶
た
ま
偏
災
を
被
り
て
、
本
地
の
米
糧
既
に
少
な
け
れ
ば
、

勢
い
必
ず
資
を
隣
省
に
藉
ら
ん
」
と
あ
る
如
く
、
被
災
時
の
隣
省
か
ら
の
援
助
、
上
諭
に
言
う
「
救
災
�
隣
の
義
」
に
遏
糴
は
真
っ
向
か

ら
反
す
る
行
為
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
厳
禁
が
指
示
さ
れ
た
。
遏
糴
す
る
こ
と
な
く
、「
商
販
の
米
船
有
れ
ば
、
大
小
多
寡
に
拘
わ
ら
ず
、
其

の
装
載
流
通
を
聴
し
」、
災
害
時
の
救
�
を
行
え
と
の
指
示
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
右
に
見
た
「
救
災
�
隣
の
義
」
や
「
通
商
�
隣
之

（
２１
）

道
」

等
々
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
、
各
省
、
各
地
方
間
の
相
互
融
通
に
よ
る
救
災
を
目
指
す
乾
隆
帝
の
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
見
て
き
た
如
く
、
雍
正
・
乾
隆
両
皇
帝
に
お
い
て
遏
糴
厳
禁
の
論
理
は
、「
天
下
一
家
」「
一
視
同
仁
」「
朝
廷
赤
子
」
と
い
っ

た
理
念
的
・
観
念
的
な
中
央
集
権
的
国
家
観
、
皇
帝
独
裁
的
な
発
想
に
基
づ
く
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
具
体
的
、
よ
り
現
実
的
な
救
災
・
救

荒
の
目
的
を
も
有
し
て
い
た
。
清
朝
か
ら
派
遣
さ
れ
る
地
方
官
僚
の
旨
と
し
て
、
自
ら
の
任
地
の
利
害
の
み
を
優
先
す
る
狭
小
な
見
識
を

捨
て
、「
彼
此
を
分
け
る
」
こ
と
の
な
い
、
中
国
全
体
、
国
家
全
体
を
も
見
通
し
た
発
想
と
行
動
が
求
め
ら
れ
た
。
米
穀
の
商
業
流
通
を

（１３）
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阻
害
す
る
遏
糴
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
が
被
災
時
の
救
荒
に
直
接
関
わ
る
段
階
で
、
理
念
的
は
も
と
よ
り
、
具
体
的
に
厳
禁
と
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

次
章
に
お
い
て
は
、
遏
糴
厳
禁
が
、
よ
り
個
別
具
体
的
な
状
況
下
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
乾
隆
後
半
期
の
事
例
を
検
証
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
こ
の
問
題
を
通
し
て
垣
間
見
え
る
、
清
代
米
穀
流
通
の
一
面
、
お
よ
び
乾
隆
帝
の
認
識
の
一
面
を
見
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

第
三
章

乾
隆
後
半
期
に
お
け
る
遏
糴
厳
禁
の
論
理

本
章
で
は
、
乾
隆
後
半
期
の
四
十
三
年
と
五
十
年
、
こ
の
両
年
に
お
け
る
遏
糴
厳
禁
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
年
に
共
通
す
る

江
南
と
湖
北
省
の
ダ
ブ
ル
被
災
時
に
お
け
る
遏
糴
厳
禁
の
指
示
が
、
如
何
な
る
論
理
の
も
と
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
目
的
を
以
て
行
な

わ
れ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

先
ず
、
四
十
三
年
の
事
例
で
あ
る
。
湖
広
総
督
三
寶
の
上
奏
に
対
す
る
乾
隆
帝
の
返
答
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
っ

（
２２
）

た
。

自
か
ら
応
に
此
く
の
如
く
�
理
す
べ
し
。
称
す
る
所
に
至
り
て
は
、
遇
た
ま
川
米
過
境
し
、
催
�
運
售
の
處
有
れ
ば
、
遏
糴
に
非
ず

し
て
何
ぞ
や
。
該
の
督
等
、
所
謂
其
の
一
を
知
る
も
未
だ
其
の
二
を
知
ら
ず
し
て
、
楚
省
の
民
食
の
計
を
為
せ
ば
、
則
ち
得
ん
。
殊

に
江
南
の
向
よ
り
毎
に
川
楚
の
米
に
仰
給
す
る
を
知
ら
ず
。
今
歳
、
湖
北
は
既
に
被
旱
偏
災
の
處
有
り
。
該
省
の
米
糧
は
自
か
ら
販

運
出
境
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
若
し
復
た
川
米
を
将
っ
て
截
住
せ
し
め
、
估
舶
を
し
て
運
載
順
流
し
て
下
ら
し
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
、
江

南
は
何
れ
の
所
に
資
を
取
ら
ん
。
況
ん
や
、
江
南
今
歳
も
亦
た
偏
災
有
る
を
や
。
若
し
川
米
の
至
ら
ざ
れ
ば
、
糧
価
は
必
ず
昂
じ
、

（１４）
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民
食
は
或
い
は
拮
据
を
致
せ
ば
、
甚
だ
関
係
有
り
。
該
督
撫
は
止
だ
湖
北
の
為
に
調
剤
す
る
を
知
る
の
み
に
し
て
、
並
び
に
未
だ
他

省
の
情
形
に
就
き
て
籌
覈
せ
ざ
れ
ば
、
所
見
は
殊
に
小
た
り
。
朕
は
則
ち
、
天
下
の
百
姓
を
皆
な
吾
が
赤
子
と
視
て
、
並
な
厚
薄
の

分
無
し
。
豈
に
此
れ
を
顧
み
る
も
彼
を
忽
に
す
る
を
肯
ん
ぜ
ん
や
。
三
寶
、
陳
輝
祖
に
伝
諭
し
、
凡
そ
川
省
の
米
船
の
楚
に
到
り
、

如
し
楚
省
に
在
り
て
售
売
を
願
う
者
有
れ
ば
、
自
か
ら
各
お
の
其
の
便
に
従
う
べ
く
、
若
し
江
南
各
處
に
運
赴
し
て
販
售
せ
ん
と
欲

す
れ
ば
、
則
ち
、
當
に
其
の
通
行
を
聴
し
、
稍
も
抑
勒
阻
遏
す
る
こ
と
な
く
、
下
游
の
為
に
接
済
せ
し
む
る
べ
し
。

自
ら
が
治
め
る
湖
広
の
み
を
視
野
に
収
め
る
ば
か
り
で
、
他
省
と
く
に
被
災
し
て
い
る
江
南
地
方
の
情
況
に
も
思
い
お
よ
ば
ざ
れ
ば
、

そ
の
所
見
は
殊
に
小
さ
い
と
論
難
す
る
。
湖
広
総
督
三
寶
、
お
よ
び
湖
北
巡
撫
陳
輝
祖
へ
の
指
示
は
、
四
川
米
を
載
せ
た
船
が
江
南
へ
向

か
う
際
に
、
湖
北
で
「
抑
勒
阻
遏
」
さ
せ
ぬ
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
乾
隆
帝
の
指
示
は
、
そ
の
四
川
米
に
関
わ
り
、
四
川
総
督
の
文
綬
に
も
及
ん
だ
。
文
綬
の
四
川
倉
穀
の
中
か
ら
二
・
三
十
万
石

を
湖
北
に
運
び
、
湖
北
省
の
需
要
に
応
え
た
い
と
の
申
し
出
に
対
し
て
、

奏
す
る
所
は
未
だ
意
有
る
を
免
れ
ざ
れ
ば
、
已
に
摺
内
に
お
い
て
批
示
す
。
川
省
は
素
よ
り
産
米
の
区
と
称
し
、
楚
北
に
界
連
し
、

向
よ
り
商
船
の
販
載
順
流
し
て
下
り
、
以
て
下
游
の
各
處
の
民
食
を
済
う
に
係
る
。
該
の
督
は
止
だ
須
べ
か
ら
く
�
関
に
飭
令
し
て

速
や
か
に
験
放
を
行
い
、
遏
糴
・
阻
商
に
至
ら
ざ
ら
し
め
、
自
か
ら
絡
繹
接
済
し
官
を
庸
い
て
籌
�
を
為
す
こ
と
毋
か
る
べ
し
。
設

し
或
い
は
、
川
米
の
価
値
稍
や
昂
じ
、
商
人
惟
だ
利
の
み
是
図
り
、
必
ず
貴
価
を
費
や
し
以
て
本
を
虧
く
を
肯
ぜ
ず
、
更
め
て
官
の

過
計
を
為
す
に
値
た
ら
ず
。
今
、
文
綬
、
官
貯
の
倉
穀
の
内
、
二
三
十
万
石
を
酌
撥
し
、
碾
米
し
て
運
往
せ
ん
と
欲
す
る
は
、
是
れ

（１５）
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名
は
楚
省
を
籌
済
す
る
と
為
す
も
、
而
れ
ど
も
実
は
則
ち
、
此
の
数
十
万
石
の
倉
穀
を
以
て
、
官
は
�
運
し
て
責
を
塞
ぐ
を
為
せ
ば
、

実
に
意
は
商
糶
を
禁
ぜ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
殊
に
通
商
恤
隣
の
道
に
非
ず
。
況
や
該
督
は
止
だ
湖
北
の
偶
た
ま
旱
災
を
被
り
、
早
稲

歉
収
に
し
て
糧
価
昂
貴
す
る
を
知
る
の
み
に
し
て
、
江
南
の
向
よ
り
亦
た
川
米
に
仰
給
す
る
を
知
ら
ず
。
今
夏
、
缺
雨
な
れ
ば
、
復

た
一
偶
の
偏
災
有
り
。
其
の
上
游
の
米
船
更
に
切
な
る
を
望
み
、
前
に
三
寶
等
川
米
を
将
っ
て
截
住
し
、
估
舶
を
し
て
運
行
せ
し
め

ざ
ら
ん
と
欲
す
。
所
見
は
殊
に
小
な
れ
ば
、
曽
て
諭
旨
を
降
し
、
飭
令
し
て
阻
遏
を
許
さ
ず
。
今
、
文
綬
僅
か
に
官
穀
を
撥
し
湖
北

の
為
に
調
剤
し
、
並
び
に
商
販
を
し
て
楚
に
赴
か
し
め
る
の
川
米
を
禁
じ
て
流
通
せ
し
め
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
の
み
は
、
三
寶
の
楚
民

の
流
通
を
禁
ず
る
の
意
と
同
じ
。
特
に
湖
北
の
民
食
に
碍
有
る
の
み
な
ら
ず
、
江
南
は
更
に
何
れ
の
所
に
か
資
を
取
ら
ん
。
豈
に
朕

の
一
視
同
仁
の
意
な
ら
ん
や
。
爾
等
封
疆
の
大
吏
は
、
或
い
は
疆
界
を
分
か
つ
も
、
朕
は
亦
た
爾
等
の
如
く
疆
界
を
分
け
ん
や
。

と
言

（
２３
）

う
。
文
綬
の
申
し
出
は
、
実
は
四
川
米
の
「
商
糶
」
つ
ま
り
商
人
へ
の
売
り
出
し
を
禁
じ
る
意
図
か
ら
だ
と
決
め
つ
け
た
。
こ
こ
で

も
、
先
の
三
寶
へ
の
論
難
同
様
、
湖
北
の
旱
害
を
知
る
ば
か
り
で
、
江
南
の
四
川
米
へ
の
恒
常
的
依
存
の
実
態
を
知
ら
な
い
見
解
だ
と
論

難
す
る
。
四
川
米
の
江
南
へ
の
ス
ム
ー
ス
な
流
通
を
強
く
命
じ
た
乾
隆
帝
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
次
に
乾
隆
五
十
年
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
年
の
江
南
旱
害
は
深
刻
で
、
乾
隆
六
十
年
間
に
お
け
る
大
規
模
災
害
と
し
て
、

二
十
年
・
二
十
一
年
の
水
害
と
並
び
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

（
２４
）

た
。
ま
た
、
こ
の
年
は
、
先
の
乾
隆
四
十
三
年
と
同
様
に
、
湖
北
省
も
広
範

囲
で
旱
害
が
発
生
し
て
お
り
、
江
南
と
湖
北
の
ダ
ブ
ル
被
災
時
に
お
け
る
米
穀
流
通
、
お
よ
び
賑
恤
問
題
が
鋭
く
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

（１６）
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乾
隆
五
十
年
八
月
二
十
二
日
の
上
諭
に

（
２５
）

は
、

江
浙
の
民
人
は
素
よ
り
皆
な
四
川
・
湖
広
の
客
米
に
仰
給
す
。
今
、
湖
北
旱
を
被
り
て
災
を
成
せ
ば
、
所
有
川
米
を
販
運
し
、
江
浙

一
帯
に
赴
か
ん
と
欲
す
る
者
は
、
楚
を
過
ぎ
る
時
、
或
い
は
湖
北
省
の
�
截
を
被
れ
ば
、
則
ち
商
販
は
自
ず
か
ら
浙
に
到
る
能
わ
ず
。

朕
巳
に
早
く
慮
及
を
経
、
節
次
に
旨
を
降
し
、
該
省
の
督
撫
を
し
て
、
各
お
の
該
の
地
方
に
明
切
に
暁
諭
し
、
過
境
す
る
米
船
を
遏

糴
お
よ
び
截
留
を
許
す
こ
と
毋
か
ら
令
め
、
米
糧
流
通
し
て
小
民
は
接
済
に
資
す
べ
き
を
庶
う
。

と
あ
っ
て
、
江
南
の
食
を
恒
常
的
に
支
え
る
四
川
米
が
、
湖
北
の
被
旱
に
と
も
な
い
、
湖
北
通
過
時
に
�
截
を
被
っ
て
流
通
が
滞
っ
て
浙

江
に
届
か
な
い
こ
と
の
無
い
よ
う
に
、
米
船
に
対
す
る
遏
糴
や
截
留
と
い
っ
た
行
為
が
な
さ
れ
ぬ
よ
う
、
総
督
・
巡
撫
に
そ
の
取
り
締
ま

り
を
指
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
乾
隆
五
十
年
九
月
十
二
日
の
上
諭
に

（
２６
）

は
、
署
江
西
巡
撫
舒
常
の
上
奏
を
引
用
し
た
後
に
、

江
西
、
湖
南
、
四
川
の
各
督
撫
を
し
て
�
同
料
理
し
て
、
遇
た
ま
湖
北
の
商
販
境
に
到
る
こ
と
有
ら
ば
、
稍
も
留
難
・
阻
滞
す
る
こ

と
毋
く
、
並
び
に
各
該
省
の
民
人
に
出
示
暁
諭
し
て
、
居
奇
を
得
る
毋
か
ら
し
め
よ
。
又
た
安
徽
、
江
蘇
、
浙
江
等
の
省
は
、
必
ず

川
米
の
接
済
を
須
む
る
に
因
り
、
其
の
商
民
の
販
運
す
る
者
は
、
必
ず
湖
北
を
経
由
し
、
該
省
は
中
途
の
�
截
を
得
る
毋
か
れ
。
此

く
の
似
く
、
通
盤
籌
画
す
れ
ば
、
方
に
各
省
の
民
食
に
於
い
て
裨
益
有
ら
ん
。

と
あ
っ
て
、
四
川
、
湖
南
、
江
西
三
省
に
対
し
て
は
、
湖
北
商
人
に
対
す
る
阻
滞
を
禁
止
し
、
併
せ
、
湖
北
に
対
し
て
は
、
安
徽
、
江
蘇
、

浙
江
へ
向
か
う
四
川
米
の
中
途
�
截
を
禁
止
す
る
指
示
を
出
し
て
い
る
。
湖
北
と
江
南
両
地
方
の
被
災
に
対
し
て
、
途
中
の
如
何
な
る
地

（１７）
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点
に
お
い
て
も
、
そ
の
円
滑
な
流
通
を
阻
む
行
為
の
す
べ
て
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。

時
間
的
に
は
、
若
干
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、
乾
隆
五
十
年
八
月
八
日
の
上

（
２７
）

諭
は
、
こ
の
年
の
湖
北
・
江
南
被
災
に
際
し
て
の
乾
隆
帝
の

意
向
を
最
も
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
言
え
る
。
以
下
、
些
か
長
文
で
は
あ
る
が
、
引
用
し
て
み
よ
う
。

湖
広
は
南
北
両
省
に
分
か
つ
と
雖
も
、
實
は
同
省
と
異
な
る
無
し
。
今
、
湖
北
の
災
区
の
賑
糶
需
用
の
米
石
較
多
き
に
因
り
、
尚
お

四
川
・
江
西
の
二
省
に
向
か
い
て
越
境
採
買
す
。
湖
南
の
境
壌
�
連
、
該
處
の
商
民
の
情
は
桑
梓
に
同
じ
。
特
成
額
に
傳
諭
し
、
即

ち
湖
南
各
属
に
出
示
暁
諭
し
、
市
集
郷
城
を
論
じ
ず
、
遇
た
ま
湖
北
の
商
販
の
入
境
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
断
じ
て
居
奇
遏
糴
す
べ
か

ら
ず
。
並
び
に
該
處
の
商
民
に
勧
令
し
て
多
く
米
石
を
運
び
、
湖
北
の
被
旱
の
各
府
州
属
に
到
り
て
糶
売
せ
し
む
。
此
れ
南
省
の
有

余
を
以
て
北
省
の
不
足
を
補
う
が
似
く
、
商
販
民
食
に
於
い
て
均
し
く
裨
益
有
ら
ん
。

こ
こ
で
は
、「
以
南
省
之
有
余
、
補
北
省
之
不
足
」
が
如
く
、
湖
南
省
へ
湖
北
商
人
が
入
境
し
た
際
に
は
、
遏
糴
や
居
奇
（
売
り
惜
し

み
）
を
さ
せ
ぬ
よ
う
湖
広
総
督
へ
の
指
示
が
出
さ
れ
る
。
ま
た
、

再
た
本
年
江
蘇
、
安
徽
二
省
、
被
旱
の
地
方
は
較
広
く
、
該
の
二
省
は
地
狭
く
民
稠
け
れ
ば
、
向
来
豊
収
の
年
に
て
も
米
糧
は
僅
か

に
本
地
の
口
食
に
敷
る
の
み
に
し
て
、
若
し
稍
や
歉
収
に
遇
わ
ば
、
即
ち
四
川
、
湖
広
、
江
西
の
米
に
仰
給
す
る
を
須
む
。
其
の
四

川
の
商
販
、
米
を
載
せ
て
安
徽
、
江
蘇
に
至
り
て
糶
売
す
る
者
は
、
必
ず
湖
北
を
経
由
す
。
聞
く
に
、
江
西
の
商
販
は
、
則
ち
九
江

一
帯
由
り
順
流
し
、
安
省
、
江
寧
、
蘇
州
等
の
處
に
逕
抵
し
、
逆
水
し
て
湖
北
の
上
游
に
載
往
す
る
者
有
る
こ
と
鮮
し
と
。
若
し
湖

北
現
在
の
採
買
に
因
り
、
或
い
は
四
川
の
江
南
に
運
往
す
る
米
船
を
将
っ
て
、
中
路
に
於
い
て
邀
截
し
て
其
れ
を
し
て
東
下
せ
し
め

（１８）
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ず
、
或
い
は
下
游
の
江
西
の
米
を
将
っ
て
、
其
れ
を
し
て
逆
流
し
て
楚
に
赴
き
て
售
売
せ
し
む
れ
ば
、
則
ち
商
販
に
在
り
て
は
、
既

に
願
う
所
に
非
ず
。
而
し
て
、
安
徽
、
江
蘇
二
省
は
現
在
年
成
歉
薄
に
し
て
、
又
た
商
販
の
接
済
無
け
れ
ば
、
該
處
の
民
食
は
必
ず

拮
据
に
至
る
も
亦
た
通
盤
籌
画
の
道
に
非
ず
。

と
あ
っ
て
、
四
川
か
ら
江
南
へ
向
か
う
米
船
の
湖
北
に
お
け
る
「
中
路
邀
截
」
を
危
惧
す
る
。
湖
広
総
督
特
成

（
２８
）

額
、
四
川
総
督
李
世
傑
、

署
江
西
巡
撫
舒
常
、
湖
北
巡
撫
呉
垣
に
対
す
る
乾
隆
帝
か
ら
の
指
示
は
以
下
の
如
く
で
あ
っ
た
。

止
だ
須
べ
か
ら
く
所
属
に
督
飭
し
て
招
商
出
示
し
、
一
面
給
票
採
買
、
一
面
平
価
応
糴
し
、
商
賈
等
を
し
て
楚
省
に
運
回
し
、
速
や

か
に
災
区
の
民
食
を
済
わ
し
む
。
其
の
四
川
省
の
江
南
に
運
往
す
る
の
米
は
断
断
と
し
て
中
途
に
於
い
て
�
截
、
遏
糴
す
べ
か
ら
ず
。

其
の
江
西
下
游
の
商
販
も
亦
た
強
い
て
其
れ
を
し
て
逆
輓
し
て
楚
に
入
ら
し
む
る
こ
と
難
し
。
此
く
の
如
く
通
盤
籌
画
し
、
湖
北
、

安
徽
、
江
蘇
三
省
の
民
食
に
於
い
て
、
均
�
に
接
済
す
る
は
、
更
に
裨
有
る
に
属
さ
ん
。
該
督
等
は
務
め
て
宜
し
く
実
力
妥
�
す
べ

く
、
不
肖
の
官
吏
奸
商
等
を
し
て
稍
や
も
遏
抑
・
�
阻
有
り
て
弊
竇
を
滋
す
を
致
す
こ
と
毋
か
れ
。

す
な
わ
ち
、
湖
北
・
江
南
地
方
の
ダ
ブ
ル
被
災
に
対
し
て
、「
不
肖
官
吏
奸
商
」
に
よ
る
米
穀
流
通
を
阻
害
す
る
す
べ
て
の
行
為
を
厳

し
く
禁
止
す
る
指
示
を
米
穀
流
通
に
関
わ
る
広
範
囲
の
地
方
大
官
に
指
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
乾
隆
四
十
三
年
と
五
十
年
に
お
け
る
遏
糴
厳
禁
策
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
指
摘
す
べ
き
は
、
遏
糴
を
厳
し
く
禁
ず
る

こ
と
の
究
極
的
目
的
は
、
こ
れ
ら
両
年
の
場
合
、
江
南
へ
の
米
穀
流
通
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
当
該
時
期
に
お
い
て
、
江
蘇
・
浙

江
地
方
の
四
川
米
へ
の
依
存
度
は
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
た
が
、
乾
隆
帝
が
上
諭
に
言
う
「
朕
が
南
顧
の
憂

（
２９
）

い
」
と
は
、
正
に
こ
の
江
南
地

（１９）
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方
に
お
け
る
糧
食
の
安
定
的
確
保
の
問
題
で
あ
っ
た
と
見
て
取
れ
よ
う
。
遏
糴
は
、
そ
の
行
為
の
主
体
と
し
て
も
、
ま
た
、
そ
の
厳
禁
を

徹
底
さ
せ
る
主
体
と
し
て
も
、
共
に
地
方
官
僚
、
と
く
に
総
督
や
巡
撫
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
総
督
・
巡
撫
に
対
す
る
心
得
と
し
て

の
「
彼
此
を
分
け
る
」
こ
と
な
き
対
応
は
、
単
な
る
観
念
論
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
被
災
時
の
救
荒
と
い
う
具
体
的
な
場
面
に
お
い
て
、

現
実
的
な
要
請
で
も
あ
っ
た
。
遏
糴
は
、
乾
隆
四
十
三
年
や
五
十
年
の
事
例
の
如
く
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
目
的
の
た
め
に
も
、
厳
し
く

禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

結
び
に
か
え
て

乾
隆
二
十
一
年
正
月
庚
午
の
上
諭
に

（
３０
）

は
、
平
糶
に
備
え
た
各
省
間
の
倉
穀
の
相
互
融
通
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

湖
広
は
素
よ
り
産
米
の
区
た
り
、
江
西
の
倉
糧
も
亦
た
尚
お
充
裕
な
れ
ば
、
江
西
、
湖
南
の
二
省
を
し
て
各
お
の
米
十
万
石
を
撥
し

て
江
蘇
に
運
交
し
、
湖
北
省
は
米
十
万
石
を
撥
し
て
浙
江
に
運
交
し
て
、
以
て
平
糶
の
用
に
備
え
し
め
よ
。

と
、
指
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
乾
隆
二
十
二
年
七
月
癸
卯
の
上
諭
で
（
３１
）
は
、

地
方
の
水
旱
斉
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
国
家
の
藉
り
て
以
て
撫
�
す
る
所
、
災
黎
の
待
み
て
以
て
仰
給
す
る
所
の
者
は
、
惟
だ
倉
儲
に
是

れ
頼
む
の
み
。
一
た
び
缺
額
有
れ
ば
、
自
ず
か
ら
応
急
に
籌
補
を
為
す
べ
し
。

と
あ
っ
て
、
被
災
時
に
お
け
る
倉
儲
の
存
在
が
大
き
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
に
示
す
乾
隆
五
十
七

年
十
一
月
甲
寅
の
上
諭
で

（
３２
）

は
、
こ
の
倉
儲
制
度
の
有
名
無
実
化
、
破
綻
が
嘆
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（２０）
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見
る
べ
き
は
、
各
省
の
倉
儲
の
並
び
に
足
数
に
て
収
貯
す
る
能
わ
ざ
る
を
。
此
れ
皆
な
不
肖
の
官
吏
、
平
日
任
意
に
侵
那
虧
缺
に
由

り
、
甚
だ
し
き
は
或
い
は
、
出
陳
易
新
に
借
り
て
名
と
為
し
、
勒
売
勒
買
し
短
価
も
て
剋
扣
す
。
其
の
弊
は
一
な
ら
ず
し
て
足
る
。

古
人
の
良
法
を
以
て
、
転
た
貪
墨
の
侵
漁
に
供
す
。
而
る
に
、
該
督
撫
等
、
並
な
実
力
も
て
稽
察
せ
ず
、
惟
だ
以
て
盤
査
し
て
虧
く

こ
と
無
け
れ
ば
、
一
に
事
を
奏
了
す
る
の
み
な
れ
ば
、
以
て
各
省
の
倉
儲
は
倶
な
有
名
無
実
を
免
か
れ
ざ
る
を
致
す
。
備
荒
の
義
、

安
く
に
在
ら
ん
や
。

災
害
時
に
お
け
る
賑
�
は
、
歴
来
、
荒
政
と
称
さ
れ
、
清
朝
に
お
い
て
も
最
も
重
要
視
さ
れ
た
施
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
右
の
上
諭
の

冒
頭
に
も
「
各
省
常
平
社
倉
、
係
倣
照
周
官
荒
政
而
設
、
原
以
備
水
旱
偏
災
、
糶
借
放
賑
之
用
」
と
あ
る
如
く
、
常
平
倉
を
中
心
と
し
た

穀
物
備
蓄
は
、
災
害
時
の
米
不
足
や
米
価
高
騰
時
に
お
け
る
平
糶
政
策
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

別
稿
に
お
い
て
も
言
及
し
た
通
り
、
清
代
乾
隆
期
に
入
る
と
、
災
害
時
の
荒
政
は
平
糶
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
為
の
商
業
流
通
に
よ
る

米
穀
現
物
の
確
保
へ
の
依
存
度
を
ま
す
ま
す
強
め
る
こ
と
と
な
っ

（
３３
）

た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
遏
糴
は
じ
め
、
阻
遏
、
�
截
等
々
と
呼
ば
れ

た
流
通
の
妨
害
行
為
に
対
す
る
清
朝
中
央
政
府
の
厳
禁
策
は
、
こ
の
よ
う
な
商
業
流
通
依
存
体
制
の
強
固
化
、
倉
儲
制
度
の
弛
（
３４
）
緩
と
い
う

大
状
況
下
に
お
い
て
、
よ
り
切
実
さ
を
も
っ
て
追
求
さ
れ
た
諸
策
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

註
（
１
）
安
部
健
夫
「
米
穀
需
給
の
研
究

―
『
雍
正
史
』
の
一
章
と
し
て
み
た
―
」『
東
洋
史
研
究
』
一
五
巻
一
号
、
一
九
五
七
年
、
の
ち
、
同
『
清
代
史

（２１）
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の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
七
一
年
、
所
収
。
同
書
、
四
九
四
頁
、
参
照
。

（
２
）
重
田
徳
「
清
初
に
お
け
る
湖
南
米
市
場
の
一
考
察
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
〇
冊
、
一
九
五
六
年
、
の
ち
、
同
『
清
代
社
会
経
済
史
研
究
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
所
収
。
同
書
、
四
五
頁
〜
四
八
頁
、
参
照
。

（
３
）
岸
本
美
緒
「
清
代
物
価
史
研
究
の
現
状
」『
中
国
近
代
史
研
究
』
五
集
、
一
九
八
七
年
、
の
ち
、
同
『
清
代
中
国
の
物
価
と
経
済
変
動
』
研
文
出
版
、

一
九
九
七
年
、
所
収
。
同
書
、
二
九
二
頁
、
参
照
。

（
４
）
山
本
進
「
清
代
前
期
の
平
糶
政
策

―
採
買
・
倉
儲
政
策
の
推
移
」『
史
林
』
七
一
巻
五
号
、
一
九
八
八
年
、
同
「
清
代
中
期
の
経
済
政
策

―
白

蓮
教
反
乱
前
後
の
四
川
―
」『
史
学
雑
誌
』
九
八
編
七
号
、
一
九
八
九
年
、
両
者
と
も
、
の
ち
、
同
『
清
代
の
市
場
構
造
と
経
済
政
策
』
名
古
屋
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収
。
同
書
、
五
〇
頁
、
参
照
。

（
５
）
拙
稿
「
清
代
中
期
の
経
済
政
策
に
関
す
る
一
試
論

―
乾
隆
十
三
年
（
一
七
四
八
）
の
米
貴
問
題
を
中
心
に
―
」『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
十
七

号
、
一
九
八
九
年
、
お
よ
び
「
清
代
に
お
け
る
『
境
』
と
流
通

―
食
糧
問
題
の
一
齣
―
」『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
二
〇
号
、
一
九
九
二
年
。

（
６
）
安
部
健
夫
、
前
掲
書
、
四
九
四
頁
。

（
７
）『
雍
正
�
批
諭
旨
』
第
二
冊
、
お
よ
び
、『
宮
中
�
雍
正
朝
奏
摺
』
第
六
輯
、
所
収
の
雍
正
四
年
七
月
二
十
日
の
何
天
培
奏
摺
。

（
８
）『
雍
正
�
批
諭
旨
』
第
二
冊
、
雍
正
二
年
八
月
二
十
日
の
四
川
巡
撫
王
景
�
奏
摺
。
な
お
、
こ
の
王
景
�
奏
摺
と
雍
正
帝
の
�
批
に
関
し
て
は
、
安

部
健
夫
、
前
掲
書
、
五
〇
〇
頁
〜
五
〇
一
頁
に
詳
し
い
。

（
９
）『
雍
正
�
批
諭
旨
』
第
六
冊
、
お
よ
び
、『
宮
中
�
雍
正
朝
奏
摺
』
第
九
輯
、
所
収
の
雍
正
六
年
正
月
二
十
二
日
の
憲
徳
奏
摺
。

（２２）

一
九
四



（
１０
）『
宮
中
�
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
十
三
輯
、
乾
隆
二
十
年
十
一
月
二
十
三
日
の
尹
継
善
奏
摺
。

（
１１
）『
乾
隆
朝
上
諭
�
』
第
二
冊
、
乾
隆
二
十
年
十
二
月
五
日
の
上
諭
。

（
１２
）『
清
実
録
』
乾
隆
十
三
年
五
月
己
丑
の
上
諭
。

（
１３
）『
清
実
録
』
乾
隆
十
六
年
閏
五
月
是
月
の
条
の
江
西
巡
撫
舒
輅
上
奏
。
な
お
、
本
史
料
は
、『
康
雍
乾
時
期
城
郷
人
民
反
抗
闘
争
資
料
』
上
冊
、
三

〇
三
頁
に
も
所
収
。

（
１４
）『
清
実
録
』
乾
隆
四
十
三
年
十
月
壬
戌
の
上
諭
。
な
お
、
本
史
料
は
、『
康
雍
乾
時
期
城
郷
人
民
反
抗
闘
争
資
料
』
上
冊
、
二
九
六
頁
に
も
所
収
。

（
１５
）『
雍
正
�
批
諭
旨
』
第
三
冊
、
雍
正
四
年
七
月
三
日
の
広
西
巡
撫
甘
汝
来
の
奏
摺
に
対
す
る
�
批
。

（
１６
）
前
掲
、
註
（
７
）
の
何
天
培
奏
摺
に
対
す
る
雍
正
帝
の
�
批
。

（
１７
）『
雍
正
�
批
諭
旨
』
第
三
冊
、
雍
正
四
年
五
月
二
十
五
日
の
広
西
巡
撫
汪
劉
の
奏
摺
に
対
す
る
�
批
。

（
１８
）『
雍
正
�
批
諭
旨
』
第
一
冊
、
雍
正
元
年
十
月
十
六
日
の
湖
広
総
督
楊
宗
仁
の
奏
摺
に
対
す
る
�
批
。

（
１９
）『
清
実
録
』
雍
正
元
年
五
月
戊
戌
の
上
諭
。

（
２０
）『
清
実
録
』
乾
隆
七
年
十
一
月
甲
子
の
上
諭
。

（
２１
）
の
ち
、
第
三
章
に
引
用
す
る
乾
隆
四
十
三
年
八
月
四
日
の
上
諭
に
あ
る
一
節
。
後
掲
、
註
（
２３
）、
参
照
。

（
２２
）『
乾
隆
朝
上
諭
�
』
第
九
冊
、
乾
隆
四
十
三
年
七
月
二
十
一
日
の
上
諭
。
乾
隆
四
十
三
年
の
事
例
は
、
前
掲
、
註
（
４
）
の
山
本
著
書
、
七
六
〜
七

八
頁
に
お
い
て
、
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（２３）

清
代
遏
糴
考
（
則
松
）

一
九
五



（
２３
）『
乾
隆
朝
上
諭
�
』
第
九
冊
、
乾
隆
四
十
三
年
八
月
四
日
の
上
諭
。

（
２４
）
拙
稿
「
清
代
乾
隆
期
の
江
南
に
お
け
る
救
荒
と
食
糧
流
通
政
策
」『
川
勝
守
・
賢
亮
博
士
古
稀
記
念

東
方
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
、

所
収
。

（
２５
）『
乾
隆
朝
上
諭
�
』
第
十
二
冊
、
乾
隆
五
十
年
八
月
二
十
二
日
の
上
諭
。
乾
隆
五
十
年
の
事
例
は
、
前
掲
、
註
（
４
）
の
山
本
著
書
、
七
八
〜
八
〇

頁
に
お
い
て
、
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
２６
）『
乾
隆
朝
上
諭
�
』
第
十
二
冊
、
乾
隆
五
十
年
九
月
十
二
日
の
上
諭
。

（
２７
）『
乾
隆
朝
上
諭
�
』
第
十
二
冊
、
乾
隆
五
十
年
八
月
八
日
の
上
諭
。

（
２８
）
湖
広
総
督
特
成
額
の
処
置
に
対
す
る
乾
隆
帝
の
評
価
は
頗
る
高
く
、「
該
督
能
如
此
存
心
、
不
分
畛
域
、
仰
体
朕
節
次
降
旨
、
一
視
同
仁
至
意
、
方

得
大
臣
之
体
。
甚
属
可
嘉
、
特
成
額
著
交
部
議
敘
、
以
示
奨
励
。」
と
あ
る
（『
乾
隆
朝
上
諭
�
』
第
十
二
冊
、
乾
隆
五
十
年
九
月
戊
午
の
上
諭
）。

し
か
し
、
そ
の
翌
年
の
五
十
一
年
、
湖
広
総
督
在
任
中
に
お
け
る
、
孝
感
県
の
「
搶
奪
糧
食
」
案
と
「
劣
矜
梅
調
元
父
子
」
に
よ
る
「
活
埋
人
命
」

案
を
報
告
し
な
か
っ
た
咎
で
、
雲
貴
総
督
を
革
職
せ
ら
れ
、
刑
部
に
拿
交
さ
れ
た
（『
乾
隆
朝
上
諭
�
』
第
十
三
冊
、
乾
隆
五
十
一
年
十
月
一
日
、
十

月
二
日
の
上
諭
、
他
の
史
料
、
参
照
）。

（
２９
）『
乾
隆
朝
上
諭
�
』
第
十
二
冊
、
乾
隆
五
十
年
九
月
戊
午
の
上
諭
に
、「
四
川
、
江
西
二
省
、
自
必
将
余
米
、
運
往
江
浙
販
売
、
安
徽
、
江
蘇
、
浙

江
災
区
、
既
有
両
省
之
米
、
源
源
接
済
、
小
民
口
食
有
資
、
免
朕
南
顧
之
憂
、
覧
奏
為
之
稍
慰
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
右
、
第
十
二
冊
、
乾
隆
五

十
年
九
月
甲
子
の
上
諭
に
も
、「
湖
北
米
石
、
既
有
湖
南
接
済
、
而
江
西
、
四
川
各
商
販
、
又
可
源
源
而
下
。
是
湖
北
、
江
浙
災
歉
之
区
、
均
可
無

（２４）

一
九
六



虞
缺
乏
。
商
販
流
通
、
自
可
以
平
市
価
、
而
裕
民
食
。
略
�
朕
南
顧
之
憂
矣
。」
と
あ
る
。

（
３０
）『
清
実
録
』
乾
隆
二
十
一
年
正
月
庚
午
の
上
諭
。

（
３１
）『
清
実
録
』
乾
隆
二
十
二
年
七
月
癸
卯
の
上
諭
。

（
３２
）『
清
実
録
』
乾
隆
五
十
七
年
十
一
月
甲
寅
の
上
諭
。

（
３３
）
前
掲
、
註
（
２４
）
の
拙
稿
、「
清
代
乾
隆
期
の
江
南
に
お
け
る
救
荒
と
食
糧
流
通
政
策
」、
参
照
。

（
３４
）
黒
田
明
伸
『
中
華
帝
国
の
構
造
と
世
界
経
済
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
九
四
〜
九
八
頁
、
参
照
。

（２５）

清
代
遏
糴
考
（
則
松
）

一
九
七




